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１　

市
街
化
区
域
内
農
地
を
め
ぐ
る
歴
史

　
　
　

―
―
要
ら
な
い
も
の
か
ら
必
要
な
も
の
へ

（
１
）都
市
農
地
を
め
ぐ
る
攻
防
―
一
九
九
一
年
生
産
緑
地
法
改
正
に
よ
る

都
市
農
地
追
い
出
し
の
勝
利

　

都
市
農
業
振
興
基
本
法
（
二
〇
一
五
年
四
月
制
定
）
は
、
市
街
化
区
域

内
に
お
い
て
「
農
地
は
不
可
欠
な
土
地
利
用
形
態
」
と
い
う
視
点
を
打
ち

出
し
、
都
市
農
地
の
位
置
づ
け
の
根
本
的
な
見
直
し
を
提
起
し
、
都
市
農

業
振
興
基
本
計
画
が
策
定
さ
れ
た（
二
〇
一
六
年
五
月
）。
都
市
農
業
に
は

追
い
風
が
吹
い
て
お
り
、そ
の
後
も
生
産
緑
地
法
の
改
正
（
二
〇
一
七
年
）、

都
市
農
地
貸
借
法
の
成
立
（
二
〇
一
八
年
）
と
制
度
改
正
が
続
い
て
い
る
。

だ
が
、
市
街
化
区
域
内
農
地
に
関
わ
る
制
度
を
振
り
返
れ
ば
、「
都
市
に
農

都
市
農
業
と
自
治
体

都
市
農
地
を
め
ぐ
る
法
制
度
と

自
治
体
の
役
割

か
つ
て
は
不
要
と
さ
れ
た
大
都
市
に
お
け
る
農
地
は
、
今
で
は
不
可
欠
な
も
の
へ
と
位
置
づ
け
が
変
わ
っ
た
。

都
市
農
地
を
維
持
し
て
い
く
た
め
の
法
制
度
の
整
備
が
進
め
ら
れ
て
き
た
も
の
の
課
題
も
山
積
し
て
い
る
。

限
ら
れ
た
都
市
農
地
を
保
全
す
る
た
め
の
方
策
と
は
。
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主
な
著
書
に
、『
農
業
構
造
変
動
の
地
域
分
析
―
二
〇
一
〇
年
セ
ン
サ
ス
分
析
と
地
域
の
実
態
調
査
―
』

（
編
著
、
農
山
漁
村
文
化
協
会
）、『
日
本
農
業
の
構
造
変
動
―
二
〇
一
〇
セ
ン
サ
ス
分
析
―
』（
編
著
、

農
林
統
計
協
会
）
な
ど
。

追
い
出
し
を
目
的
と
し
た
課
税
強
化
と
そ
れ
へ
の
対
応
と
い
う
形
を
と
り

な
が
ら
展
開
し
、
最
終
的
に
は
一
九
九
一
年
の
生
産
緑
地
法
の
改
正
で
都

市
農
地
は
と
ど
め
を
刺
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

す
な
わ
ち
、
一
九
七
一
年
の
税
制
改
正
で
市
街
化
区
域
内
農
地
の
宅
地

並
み
課
税
が
実
施
さ
れ
る
一
方
、
一
九
七
四
年
に
生
産
緑
地
制
度
が
創
設

さ
れ
、
生
産
緑
地
の
固
定
資
産
税
は
農
地
並
み
課
税
と
さ
れ
た
が
、
こ
の

最
初
の
生
産
緑
地
制
度
は
農
家
に
は
不
評
で
、
実
績
は
芳
し
く
は
な
か
っ

た
。
都
市
計
画
の
視
点
か
ら
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
た
め
面
積
要
件
は
厳

し
く
、
一
定
の
指
定
期
間
が
課
せ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
第
一
次
地
価
狂

乱
は
終
わ
っ
て
い
た
と
は
い
え
、
開
発
圧
力
は
強
く
、
都
市
計
画
法
制
定

時
の
経
緯
も
あ
り
、
農
家
の
側
と
し
て
も
簡
単
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う

な
条
件
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

都
市
農
地
の
保
全
に
効
果
が
あ
っ
た
の
は
相
続
税
納
税
猶
予
制
度
（
一

九
七
五
年
）と
長
期
営
農
継
続
農
地
制
度（
一
九
八
二
年
）で
あ
っ
た
。
相

続
税
納
税
猶
予
制
度
は
二
〇
年
間
の
営
農
継
続
を
条
件
に
農
地
の
相
続
税

評
価
額
を
低
く
抑
え
る
こ
と
が
で
き
る
制
度
で
あ
り
、
長
期
営
農
継
続
農

地
は
要
ら
な
い
」
と
し
て
税
制
的
な
追
い
立
て
を
強
化
し
て
き
た
と
い
う

の
が
実
情
で
あ
る
。
そ
の
歯
車
を
今
か
ら
逆
転
さ
せ
る
こ
と
は
至
難
の
業

で
は
な
い
か
。
こ
の
大
転
換
ま
で
の
歴
史
を
簡
単
に
確
認
す
る
と
こ
ろ
か

ら
始
め
る
こ
と
に
し
た
い
。
な
お
、
本
稿
で
い
う
都
市
農
地
は
市
街
化
区

域
内
の
農
地
で
あ
り
、
と
く
に
三
大
都
市
圏
特
定
市
を
想
定
し
て
い
る
こ

と
を
最
初
に
お
断
り
し
て
お
く
。

　

問
題
は
市
街
化
区
域
内
に
過
大
な
農
地
が
囲
い
込
ま
れ
た
こ
と
に
始
ま

る
。
都
市
計
画
法
（
一
九
六
八
年
）
成
立
の
た
め
、
市
街
化
区
域
内
の
農

地
の
転
用
は
農
業
委
員
会
へ
の
届
け
出
だ
け
で
可
と
さ
れ
、
実
質
的
に
転

用
は
農
家
の
フ
リ
ー
ハ
ン
ド
と
さ
れ
た
一
方
、
市
街
化
区
域
内
の
農
地
に

つ
い
て
の
宅
地
並
課
税
は
行
わ
な
い
と
さ
れ
た
こ
と
が
そ
の
原
因
で
あ
る＊
１

。

そ
の
結
果
、
都
市
農
地
問
題
は
税
制
と
密
接
な
関
係
の
も
と
、
都
市
農
地

地
制
度
は
一
定
期
間
の
営
農
を
条
件
に
固
定
資
産
税
の
宅
地
並
み
課
税
を

免
除
す
る
制
度
で
あ
る
。
相
続
税
納
税
猶
予
制
度
は
市
街
化
区
域
内
の
農

地
で
あ
っ
て
も
適
用
さ
れ
た
こ
と
か
ら
そ
の
効
果
は
大
変
大
き
な
も
の
が

あ
っ
た
。
制
度
の
対
象
は
農
地
だ
け
で
あ
り
、
家
屋
敷
地
、
農
業
施
設
用

地
、
賃
貸
用
不
動
産
は
対
象
外
と
さ
れ
た
の
で
相
続
税
支
払
い
の
た
め
の

農
地
の
切
り
売
り
を
完
全
に
防
ぐ
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
相
続
に
よ

る
農
地
面
積
の
減
少
を
抑
え
る
の
に
少
な
か
ら
ず
貢
献
し
た
か
ら
で
あ
る
。

長
期
営
農
継
続
農
地
制
度
は
自
治
体
主
導
の
農
家
対
策
と
し
て
進
め
ら
れ

た
こ
と
も
あ
り
、
面
積
要
件
、
指
定
期
間
要
件
と
も
に
生
産
緑
地
制
度
よ

り
も
緩
く
、
都
市
農
家
に
と
っ
て
は
使
い
勝
手
の
よ
い
制
度
で
あ
り
、
大

き
な
実
績
を
あ
げ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

し
か
し
、
市
街
化
区
域
は
お
お
む
ね
一
〇
年
以
内
の
市
街
化
を
図
る
と

さ
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
で
は
都
市
農
地
の
転
用
は
進
ま
な
い
。
そ
こ
で
相

続
税
納
税
猶
予
制
度
に
制
限
を
課
し
、
長
期
営
農
継
続
農
地
制
度
を
廃
止

し
た
の
が
一
九
九
二
年
か
ら
施
行
さ
れ
た
改
正
生
産
緑
地
法
（
一
九
九
一

年
）
で
あ
っ
た
。
三
大
都
市
圏
特
定
市
の
市
街
化
区
域
内
農
地
に
相
続
税

納
税
猶
予
制
度
を
適
用
す
る
場
合
、
五
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
か
つ
三

〇
年
間
の
営
農
を
条
件
と
す
る
生
産
緑
地
の
指
定
を
受
け
、
か
つ
相
続
後

の
終
身
営
農
が
条
件
と
さ
れ
た
。「
あ
な
た
の
代
で
農
地
を
転
用
す
る
か

ど
う
か
を
こ
こ
で
決
め
な
さ
い
」
と
い
う
踏
み
絵
を
都
市
農
家
は
踏
ま
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
生
産
緑
地
の
指
定
を
受
け
な
い
市
街
化
区

域
内
農
地
（
以
下
、
宅
地
化
農
地
）
が
七
割
近
く
を
占
め
る
こ
と
に
な
り
、


